
 

 

荷主等企業・事業場の安全衛生ご担当者様へ。 

 

【厚生労働省委託事業】  荷主等の事業場の担当者への安全衛生教育講習会 

荷役災害防止担当者安全衛生教育（荷主等向け）講習会のご案内 
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 

 

陸上貨物運送事業の労働災害の 70％は、トラックの荷台等からの墜落・転落等の荷役作業中に発生し

ています。さらにその 70％は荷主等（荷主、配送先、元請事業者等）の事業場で発生しています。この

ため、厚生労働省では平成 25年 3月に「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」

（以下、「荷役ガイドライン」といいます。）を策定し、陸運事業者の実施事項、荷主等の実施事項を示

しました。この荷役ガイドラインに示された荷役災害防止担当者に対する安全衛生教育（荷主等向け）

講習会を全国 47か所で開催します。島根県での開催日時等は下記のとおりです。 

 この講習会は、荷役ガイドラインの安全衛生教育カリキュラムに基づいていますので、荷主等の企

業・事業場の担当者の積極的なご参加をお待ちしています。 

～講習会の主な内容～ 

 

1 開催日時 平成２８年１０月２６日(水) 13:00～17:00 （12:30～12:50受付） 

2 開催場所 朱鷺会館（トキカイカン 旧フローラいずも）大ホール（ＴＥＬ 0853-24-9857） 

出雲市西新町 2丁目２４５６番地４ ＪＲ西出雲駅より徒歩１０分 

                 山陰自動車道出雲Ｉ.Ｃから約５分 

3 講習会の内容 

   (1) 島根労働局労働基準部担当官説明 

(2) 荷役災害防止担当者安全衛生教育 

（講師：労働安全コンサルタント） 

(3) 質疑応答 

(4) アンケート記入、講習会終了証授与 

4 定員 約 50名程度（先着順です。） 

5 参加費及びテキスト代 無料 

6 参加申込み  

参加申込は、下記参加申込書にご記入し、（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会   

島根支部にファックスでお申し込みください（受講票等は送付いたしません。）。 

７ 問合せ先 0852-54-1793  島根支部 事務局 樋野まで  

 

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 島根支部 FAX ０８５２-５４-１７９３ 
 

荷主等の事業場の担当者への安全衛生教育講習会参加申込書 
  

参加者氏 名   
事務局使用欄 

事 業 場 名 

 

（業種：      ） 

 

受付日： 

住 所 

電 話 番 号 

FAX  番  号 

ご担当者氏名 

〒          

ＴＥＬ            ご担当者 

ＦＡＸ 

受付 No： 

                              参加申込書にご記入いただいた情報は、本講習会以外は使用いたしません。 

 

案 内 図 

フ リ ガ ナ 



 

 

 

 

 

 

開催日時 平成２８年１０月２６日（水）13:00～17:00 受付 12:30～12:50 

開催場所 朱鷺会館（トキカイカン 旧フローラいずも）大ホール 

 

講 習 会 次 第                                            

１．開会のあいさつ・オリエンテーション 

 ・（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会島根支部事務局 樋野和夫  

２．荷役災害防止担当者安全衛生教育（荷主等向け）講習会について 

・島根労働局労働基準部健康安全課             沖田秀之 課長 

３．講習会 

 ・講 師 

（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会島根支部理事 米田育郎 労働安全コンサルタント 

 

科  目 範      囲 時 間 

１ 荷役作業における

労働災害の現状と

荷主等に求められ

る役割 

（１）荷役作業における労働災害の現状と問題点（荷役

災害の事例を含む） 

（２）荷主等に求められる役割と安全衛生管理体制 

13:00～13:30 

 

30分 

２ 荷役作業における

労働災害防止対策 

 

 

 

 

（１）荷役災害防止のために実施すべき基本事項 

（２）荷役作業時の墜落・転落災害の防止 

（３）荷役運搬機械、荷役用具・設備による労働災害の

防止 

（４）転倒による労働災害の防止 

（５）腰痛予防対策 

（６）その他荷役災害防止に必要な事項 

13:30～15:00 

 

1時間 30分 

３ 荷役作業の安全衛

生教育 

 

（１）自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の

概要 

（２）陸運事業者の労働者との混在作業における荷役 

   運搬機械の安全な使用 

15:00～16:00 

 

1時間 

４ 陸運事業者との連

絡調整 

（１）荷役作業（搬送先での荷卸し作業を含む。）におけ

る役割分担の明確化 

（２）荷役作業実施における陸運事業者との連絡調整 

（３）陸運業の事業者と荷主等による安全衛生協議組織

の設置 

16:00～16:30 

 

30分 

５ 関係法令 

 

 

労働安全衛生関係法令 16:30～17:00 

30分 

合計 ４時間 

６ その他 質疑応答・アンケートご記入回収・講習会終了証の授与 17:00～ 

【配布資料】 

 １．荷役災害防止担当者教育用テキスト（図書） 

 ２．荷役作業安全ガイドラインのあらまし（リーフレット） 

 ３．荷役災害防止好事例集 

 ４．アンケート用紙 

荷役災害防止担当者安全衛生教育（荷主等向け）講習会 

【 厚 生 労 働 省 委 託 事 業 】 


